
デロイト トーマツ チャイナ ニュース Vol.194 June 2019 
 

税務情報 
中国における減税および費用引き下げの推進動向 
―増値税減税政策に加えて実施される重要政策― 
 
 

執筆：日系企業サービスグループ 北京税務チーム 
 
2018 年年末に中国中央経済工作会議にて、更なる大規模な減税と費用引下げを実施する方針が定められた。国家

税務総局のウェブサイトの公開情報1によると、その結果、2019 年増値税改革深化の実行後の初月（2019 年 4 月）

における、減税額は 1,113 億人民元に達している。増値税の減税政策に加えて、2019 年 4 月と 5 月には、減税と費

用引き下げに関する一連の政策が引き続き公布されている。 
本稿では以下の重要な政策について概要を解説する。 
 
 固定資産加速償却にかかる優遇政策の適用範囲の拡大 

 企業の社会保険料負担の低減 

 失業保険料の還付政策 

 ソフトウェア及び電子回路産業の企業所得税優遇政策 

 保険会社の手数料及びコミッションの損金算入上限額の引き上げ 

 
1. 固定資産加速償却にかかる優遇政策の適用範囲の拡大 

2019 年 4 月 23 日、財政部と国家税務総局は共同で『固定資産加速償却優遇政策適用範囲の拡大についての公

告』（財政部 国家税務総局公告 2019 年第 66 号、以下「66 号公告」）を公布した。 
66 号公告は 2019 年 1 月 1 日より、『財政部 国家税務総局が固定資産の加速減価償却に係る企業所得税政策に

関する通知』（財税［2014］75 号、以下「75 号文」）及び『財政部国家税務総局が更に固定資産の加速減価償却に係

る企業所得税政策を完全にすることに関する通知』（財税［2015］106 号、以下「106 号文」）に基づく加速減価償却に

かかる優遇の適用対象となる業種を、全製造業に拡大することとし、企業は自社の実状に基づき、加速償却政策を

選択することが可能であると規定している。 
 
66 号文により優遇政策が拡大される前は、上記 75 号文と 106 号文の基づき、特定業種に該当する企業にのみ固

定資産の償却優遇政策を適用が認められていた。 
 

対象企業（業種） 対象資産 政策* 

生物薬品製造業、専用設備製造業、

鉄道・船舶・航空航天及び他の輸送

設備製造業、計算機・通信及び他の

電子設備製造業、器械計器製造業、

情報伝達・ソフトウェア及び情報技術

サービス業（特定 6 業種）に属する企

業 

2014 年 1 月 1 日以降新たに購入し

た固定資産 

償却期間の短縮あるいは加速減価

償却が認められる 

特定 6 業種に属する小規模企業 

2014 年 1 月 1 日以降新購入し、研

究及び生産経営の両方に兼用する

設備 

単価が 100 万元を超ない場合、一括

損金算入できる 

                                                           
1 www.chinatax.gov.cn/n810219/n810724/c4392447/content.html 
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対象企業（業種） 対象資産 政策* 

軽工業、紡績、機械、自動車の四つ

の分野における重点業種（特定 4 業

種）に属する企業 

2015 年 1 月 1 日以降新たに購入し

た固定資産 

償却期間の短縮あるいは加速減価

償却が認められる 

特定 4 業種に属する小規模企業 

2015 年 1 月 1 日以降新たに購入し、

研究及び生産経営の両方に兼用す

る設備 

単価が 100 万元を超えない場合、一

括損金算入できる 

 
66 号文の施行により、上記の優遇政策が以下の通り拡大適用された。 

 
対象企業（業種） 対象資産 政策* 

全製造業の企業 
2019 年 1 月 1 日以降新たに購入した固

定資産 

償却期間の短縮あるいは加速減価償却

が認められる 

全製造業の小規模企業 

2019 年 1 月 1 日以降新たに購入し、研

究及び生産経営の両方に兼用する設

備 

単価が 100 万元を超えない場合、一括損

金算入できる 

＊「償却期間の短縮」とは、当該固定資産の償却期間を、企業所得税実施条例に定める期間の 60％を上限に償却

期間の短縮を認めることを指す。 

「加速減価償却」とは、200％定率法あるいは級数法のいずれかを採用し当該固定資産の償却を行うことを指す。 

 

上記固定資産の加速償却政策を適用するにあたっては従来の届出手続きは不要となり、企業は、将来の税務調査

に備えて関連書類を保存すればよいと規定されている。関連書類には、当該企業が製造業に該当することを証明で

きる資料、固定資産のインボイス、会計処理に関する証憑、当該固定資産に係る会計上及び税務上の減価償却金

額などを記録する明細台帳などが含まれ、詳細には「企業所得税優遇事項管理目録」（2017 年版）の第 68 項に記載

されている。 

  

また、当該優遇措置は企業所得税の予定納税をする際にも適用される。一方で、適用対象年度の企業所得税確定

申告を行う際にも、優遇措置が適用されるため、申告書の《資産償却及び納税調整明細表》（表 A105080）に関連の

記載を行う必要がある。 

 

企業は、当年度の利益や繰延欠損金などの状況に基づき、加速償却政策を選択するか否か及び適用開始のタイミ

ングを検討するのが望ましい。なお、一度加速償却を適用すると、減価償却の完了まで毎年に渡り、会計上の償却

額と税務上償却額との差額を調整する必要があることに留意が必要である。 

 
2. 社会保険料負担の低減 

2019 年 4 月 4 日に国務院弁公庁より 『社会保険料率の引下げの総合的な方案に関する通知』（国弁発［2019］13 号、

以下「通知」）が公布されている。通知には下記の通り規定されている。 

 

 2019 年 5 月 1 日より、養老保険の企業負担分の料率が 16％を超える地域では料率を 16％まで引き下げる。

当該料率が 16％を下回る省においては経過措置が検討する。 

 2019 年 5 月 1 日より、1％の失業保険料率を実施している省は、引き続き 1％の低料率実施期間を 2020 年 4

月 30 日まで延長する。 

 2019 年 5 月 1 日より、段階的な労災保険料率の引下げ期間を 2020 年 4 月 30 日まで延長する。労災保険基

金の累計残高の支給可能月数が 18～23 か月間分である場合、現行の料率から更に 20％引き下げ、累計残

高の支給可能月数が 24 か月を超える場合、現行の料率から更に 50％引き下げを行う。 

 

上記通知の実務上の対応について北京市や上海市などの地域においては、2019 年 4 月月末にそれぞれ関連通知

を公布した。そのうち、上海市と北京市は、2019 年 5 月 1 日より以下の通り、関連する社会保険料の引下げを実施す

ることを明確にした。 

 
 養老保険の企業負担分の料率を従来の 20%から 16%まで引き下げる 

 2020 年 4 月 30 日まで 1％の失業保険料率を継続実施する 
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3. 失業保険料の還付政策 

国務院が 2018 年 12 月 5 日に公布した「現段階及び今後一定期間の就労促進工作に関する若干意見」によると、リ

ストラを行わないか、リストラ規模の小さい企業は、前年度実際に納付した失業保険料の 50％について還付を受け

ることができる。 
 
同意見については、実務上、一部の地域において相次いで関連措置が打ち出されており、条件を満たす企業が還付

を申請することができるとされている。例えば、北京市では、2019 年 4 月 30 日に北京市人力資源・社会保険局、財

政局などの部門が共同で『失業保険安定就労に係る問題の通知』（京人社就発 [2019] 68 号）を公布し、その適用対

象、適用条件、申請期限、手当標準、リストラ率の計算方法、申請プロセス及び監督措置などの内容を明確にしてい

る。 
 
4. ソフトウェア及び電子回路産業の企業所得税優遇政策 

2019 年 5 月 17 日、財政部と国家税務総局は共同で、『集成回路設計及びソフトウェア産業の企業所得税政策に係

る公告』（財政部 国家税務総局公告 2019 年第 68 号 以下、「68 号文」）を公布した。 
同公告においては、『財政部 国家税務総局のソフトウェア及び電子回路産業の更なる発展促進のための企業所得

税政策に係る通知』（財税［2012］27 号）及び『財政部 国家税務総局 発展改革委 工業と信息化部のソフトウェア

及び電子回路産業の企業所得税優遇政策に係る関連問題の通知』（財税［2016］49 号）に定められる条件を満た

し、且つ関連法規に基づき設立された電子回路設計企業及びソフトウェア企業は、2018 年 12 月 31 日以前の利益

計上年度より優遇期間を起算し、第 1 年度と第 2 年度について企業所得税の免除、第 3 年度から第 5 年度までは

25%の法定税率に基づく企業所得税の半減という税制優遇を享受できると規定されている。 
 
ソフトウェア生産企業を対象とする同優遇政策は 2008 年より実施されており、従来の適用期限は 2017 年 12 月 31
日とされていた。この 68 号文の公布により期限が 1 年間延長され、2018 年 12 月 31 日とされた。2019 年以降の

動向はまだ明確になっていないものの、減税及び費用引き下げの背景を受け、更に延長される可能性もある。 
 
5. 保険会社の手数料及びコミッションの損金算入上限額の意引き上げ 

2019 年 5 月 28 日、財政部と国家税務総局が共同で『保険会社の手数料及びコミッションの損金算入政策について

の公告』（財政部 国家税務総局公告 2019 年第 72 号、以下、「72 号公告」）を公布した。 
72 号公告においては、保険会社において発生した経営活動に係る手数料及びコミッションは、年度保険料売上から

解約返戻金などを控除した残高の 18％を超えない部分が損金算入でき、超過分は以降年度に繰り越すことができる

とされた。 
また、同公告においては、2019 年 1 月 1 日より施行されること、そして保険会社の 2018 年度の企業所得税確定申

告において 72 号公告に従って関連処理を行うことができる旨が明確に規定された。 
 
従前の『財政部国家税務総局保険企業の手数料及びコミッションの損金算入政策に関する通知』（財税［2009］29 号、

以下「29 号文」）では、損害保険会社と生命保険会社において発生した手数料及びコミッションの損金算入上限額は、

それぞれ年度保険料売上から解約返戻金などを控除した残高の 15％と 10％であり、且つ超過分を翌年以降に繰り

越すことは認められていなかった。この度、72 号公告の公布に伴い、控除上限額の引き上げに加え、超過分の翌年

以降への繰り越しも認められるようになったため、保険会社の企業所得税負担の低減につながるとみられる。 
 
なお、保険会社以外の一般企業において発生した手数料及びコミッションについては、29 号文により、その控除上限

額は仲介機構あるいは個人と締結した取引契約に基づき計上する収入金額の 5％とされている。かかる比率につい

ては、同 72 号公告では言及されていないものの、今後の引き上げが期待される。 
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